
参考資料５ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 

（昭和 45 年 12 月 25 日号外法律第 137 号） 

 

 

                                      

 （都道府県廃棄物処理計画）                                                          

第五条の五 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物

の減量その他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定

めなければならない。                                                        

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内にお

ける廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとす

る。                                                                 

 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み                                                     

 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項                                            

 三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項                                       

 四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項                                                  

 五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要

な事項                                

３ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第四十三条の規定により置かれる

審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。                                

４ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表するよう努めなければならない。               


